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論壇
1
�
は
じ
め
に

貸
倒
損
失
に
お
い
て
債
権
放

棄
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く

あ
る
が
、
消
滅
時
効
は
行
政
通

達
に
言
及
が
な
い
こ
と
も
あ
り

議
論
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

い
。そ
こ
で
、本
稿
に
お
い
て
、

貸
倒
損
失
と
消
滅
時
効
に
つ
い

て
検
討
し
て
み
た
い
。

2
�
時
効
制
度
に
つ
い
て

ま
ず
、
消
滅
時
効
に
つ
い
て

整
理
す
る
。

時
効
制
度
に
は
、「
消
滅
時

効
」
と
「
取
得
時
効
」
が
存
在

す
る
。
消
滅
時
効
と
は
、
一
定

期
間
の
経
過
に
よ
り
、
権
利
が

消
滅
す
る
制
度
で
あ
り
、
取
得

時
効
は
、
一
定
期
間
の
経
過
に

よ
り
、
継
続
し
た
事
実
状
態
に

権
利
を
付
与
す
る
制
度
で
あ
る

（
一
定
期
間
の
占
有
に
よ
り
所

有
権
を
取
得
す
る
な
ど
）。

い
ず
れ
も
、
永
続
し
た
事
実

状
態
に
権
利
の
得
喪
を
認
め
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
趣
旨
は
、

法
律
関
係
の
安
定
性
を
図
り
、

証
明
困
難
を
救
済
し
、
権
利
の

上
に
眠
る
者
は
保
護
を
し
な
い

と
い
う
点
に
あ
る
。

も
っ
と
も
、
時
効
に
よ
る
利

益
享
受
を
潔
し
と
し
な
い
者
も

い
る
こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
時

効
に
よ
る
利
益
を
享
受
す
る
か

否
か
は
当
事
者
の
意
思
に
委
ね

る
べ
く
、
当
事
者
が
相
手
方
に

対
し
「
時
効
の
援
用
」
を
す
る

こ
と
で
、
初
め
て
時
効
の
効
力

が
発
生
す
る
。
な
お
、
時
効
の

援
用
は
、
通
常
書
面
に
よ
っ
て

な
さ
れ
る
。

貸
倒
損
失
で
問
題
に
な
る
の

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
消
滅
時

効
で
あ
る
。

3
�
消
滅
時
効
の
中
断

債
権
を
一
定
期
間
行
使
し
な

い
と
、
時
効
消
滅
し
て
し
ま
う

が
、
一
定
期
間
内
に
権
利
行
使

す
る
と
、
進
行
し
て
い
た
時
効

期
間
は
振
り
出
し
に
戻
る
。
こ

れ
が
「
時
効
の
中
断
」
で
あ

る
。中

断
と
い
う
言
葉
か
ら
す
る

と
、
期
間
進
行
が
一
旦
止
ま

り
、
中
断
事
由
消
滅
後
に
改
め

て
残
余
期
間
が
進
行
す
る
よ
う

に
思
え
る
が
、
実
際
は
、
期
間

進
行
が
振
り
出
し
に
戻
り
、
中

断
日
か
ら
新
た
に
期
間
が
進
行

す
る
こ
と
に
な
る
。
中
断
事
由

と
し
て
は
、「
請
求
」、「
承
認
」、

「
差
押
え
、
仮
差
押
え
又
は
仮

処
分
」
の
3
つ
を
規
定
し
て
い

る
（
民
法
1
4
7
条
）。

請
求
と
は
、
訴
訟
提
起
な
ど

裁
判
上
の
請
求
を
意
味
し
、
裁

判
外
で
の
請
求
、
事
実
上
の
請

求
は
、中
断
事
由
と
し
て
の「
請

求
」
で
は
な
い
の
で
注
意
が
必

要
で
あ
る
（
民
法
1
4
9
条
か

ら
1
5
1
条
）。

こ
の
点
、
請
求
書
を
繰
り
返

し
送
付
す
る
こ
と
で
時
効
の
完

成
を
阻
止
で
き
る
と
の
勘
違
い

を
よ
く
聞
く
が
、
当
該
請
求
は

「
催
告
（
民
法
1
5
3
条
）」の

意
味
し
か
な
く
、
時
効
を
中
断

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

改
正
民
法
に
お
い
て
、「
時

効
の
中
断
、
停
止
」
を
、「
時
効

の
完
成
猶
予
、
更
新
」
と
い
う

制
度
に
変
更
さ
れ
る
予
定
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
平
成
27
年
2

月
に
改
正
民
法
法
案
が
国
会
提

出
さ
れ
た
も
の
の
、
未
だ
審
議

さ
れ
て
お
ら
ず
、
改
正
民
法
成

立
の
目
処
は
立
っ
て
い
な
い
。

4
�
短
期
消
滅
時
効

民
法
に
お
け
る
消
滅
時
効
の

期
間
は
10
年
で
あ
る
が
、
そ
れ

よ
り
も
時
効
期
間
が
短
い
債
権

も
多
数
存
在
す
る
。
短
期
消
滅

時
効
は
、
民
法
改
正
に
よ
り
廃

止
さ
れ
、
5
年
に
統
一
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
改

正
民
法
の
施
行
は
ま
だ
ま
だ
先

の
話
で
あ
り
、
短
期
消
滅
時
効

は
ま
だ
重
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
主
な
短
期
消
滅
時
効
を
列

挙
す
る
。

5
年

商
事
債
権
（
商
法
5

2
2
条
）、退
職
金
債
権
（
労
働

基
準
法
1
1
5
条
後
段
）

3
年

医
師
等
の
債
権
（
民

法
1
7
0
条
1
号
）、
工
事
の

請
負
債
権
（
民
法
1
7
0
条
2

号
）、不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害

賠
償
請
求
権（
民
法
7
2
4
条
）

2
年

売
掛
債
権
（
民
法
1

7
3
条
1
項
）、
労
働
者
の
賃

金
債
権
（
労
働
基
準
法
1
1
5

条
）1

年

運
送
賃
債
権
（
民
法

1
7
4
条
3
号
）、
旅
館
、
飲

食
店
等
の
債
権
（
民
法
1
7
4

条
4
号
）、
動
産
損
料
（
レ
ン

タ
カ
ー
、
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
）

の
債
権（
民
法
1
7
4
条
5
号
）

5
�
貸
倒
損
失
に
関
す
る
裁
判
例
の
検
討

貸
倒
損
失
に
つ
き
、
法
人
は

損
金
計
上
す
る
こ
と
が
で
き

（
法
人
税
法
22
条
3
項
3
号
）、

個
人
は
事
業
所
得
等
に
お
け
る

必
要
経
費
に
算
入
す
る
こ
と
が

で
き
る（
所
得
税
法
55
条
2
項
）。

も
っ
と
も
、
い
か
な
る
場
合

に
当
該
債
権
が
貸
倒
損
失
と
評

価
で
き
る
の
か
、
法
文
が
詳
細

を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら

不
明
確
で
あ
り
、
課
税
庁
に
貸

倒
損
失
と
し
て
の
処
理
を
否
認

さ
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。

貸
倒
損
失
の
類
型
と
し
て

は
、
法
律
上
の
原
因
（
会
社
更

生
法
、
民
事
再
生
法
、
債
権
放

棄
な
ど
）
に
よ
り
債
権
が
消
滅

す
る
「
法
律
上
の
貸
倒
損
失
」

と
、
債
権
自
体
は
存
在
す
る

が
、
債
務
者
が
無
資
力
で
あ
り

回
収
が
事
実
上
不
可
能
な
場
合

の
「
事
実
上
の
貸
倒
損
失
」
に

大
別
で
き
る
。

消
滅
時
効
に
よ
る
貸
倒
損
失

は
、
債
権
が
消
滅
す
る
の
で
、

法
律
上
の
原
因
に
よ
る
貸
倒
損

失
と
い
え
る
。

法
律
上
の
貸
倒
損
失
に
関
す

る
裁
判
例
と
し
て
は
、
大
阪
地

裁
昭
和
33
年
7
月
31
日
判
決
が

参
考
に
な
る
。
同
裁
判
例
は
、

債
権
放
棄
の
事
案
に
つ
き
、「
法

人
が
何
ら
か
の
理
由
で
債
権
の

全
部
又
は
一
部
を
放
棄
し
た
場

合
に
お
い
て
、
そ
の
す
べ
て
の

場
合
に
、
そ
の
放
棄
し
た
債
権

の
部
分
を
法
人
税
法
上
損
金
と

し
て
算
入
す
る
こ
と
を
許
さ
れ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
人
は
国

庫
の
損
失
に
お
い
て
自
由
に
自

己
の
利
益
を
処
分
し
て
、
そ
れ

に
対
す
る
税
を
免
れ
得
る
結
果

と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

法
人
税
法
上
到
底
認
容
で
き
な

い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
右
債
権
が

回
収
不
能
で
あ
る
場
合
即
ち
債

権
が
無
価
値
に
帰
し
た
場
合
に

の
み
そ
の
債
権
の
放
棄
を
損
金

と
し
て
算
入
し
得
る
も
の
と
解

す
べ
く
、
債
権
が
回
収
不
能
で

あ
る
か
ど
う
か
は
、
単
に
債
務

者
が
債
務
超
過
の
状
態
に
あ
る

か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
す
べ
き

も
の
で
は
な
く
、
た
と
え
債
務

超
過
の
状
態
に
あ
る
と
し
て
も

な
お
支
払
能
力
が
あ
る
か
ど
う

か
に
よ
っ
て
決
定
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、
法
人
で
あ
る
債
務
者

に
お
い
て
、
債
務
超
過
の
状
態

が
相
当
の
期
間
継
続
し
他
か
ら

融
資
を
受
け
る
見
込
も
な
く
到

底
再
起
の
見
通
し
が
な
く
、
事

業
を
閉
鎖
あ
る
い
は
廃
止
し
て

休
業
す
る
に
至
っ
た
と
か
、
会

社
整
理
破
産
、和
議
強
制
執
行
、

会
社
更
生
な
ど
の
手
続
を
採
っ

て
み
た
が
債
権
の
支
払
を
受
け

得
ら
れ
な
か
っ
た
な
ど
、
債
権

の
回
収
が
で
き
な
い
こ
と
が
客

観
的
に
確
認
で
き
る
場
合
で
あ

っ
て
は
じ
め
て
回
収
不
能
と
判

定
す
べ
き
で
あ
る
。」と
判
示
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
全
て
の
債
権
放
棄

を
貸
倒
損
失
と
し
て
損
金
計
上

で
き
る
と
す
る
と
、
利
益
操
作

に
よ
り
不
当
に
課
税
を
免
れ
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
、
課
税
の

公
平
も
図
れ
な
く
な
る
の
で
、

債
権
放
棄
の
事
情
と
し
て
、
回

収
不
可
能
性
が
客
観
的
に
明
確

で
あ
る
こ
と
を
厳
格
に
要
求
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
平
成
16
年
12
月
14

日
最
高
裁
判
決
は
、
債
権
放
棄

の
事
案
に
つ
き
、
回
収
不
可
能

性
の
判
断
に
つ
き
、「
法
人
の
各

事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計

算
に
お
い
て
、
金
銭
債
権
の
貸

倒
損
失
を
法
人
税
法
22
条
3
項

3
号
に
い
う
「
当
該
事
業
年
度

の
損
失
の
額
」
と
し
て
当
該
事

業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
す

る
た
め
に
は
、
当
該
金
銭
債
権

の
金
額
が
回
収
不
能
で
あ
る
こ

と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
全
額
が
回
収
不
能

で
あ
る
こ
と
は
客
観
的
に
明
ら

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
こ
と
は
、
債
務
者
の
資
産

状
況
、
支
払
能
力
等
の
債
務
者

側
の
事
情
の
み
な
ら
ず
、債
権
回

収
に
必
要
な
労
力
、
債
権
額
と

取
立
費
用
と
の
比
較
衡
量
、
債

権
回
収
を
強
行
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ず
る
他
の
債
権
者
と
の

あ
つ
れ
き
な
ど
に
よ
る
経
営
的

損
失
等
と
い
っ
た
債
権
者
側
の

事
情
、
経
済
的
環
境
等
も
踏
ま

え
、社
会
通
念
に
従
っ
て
総
合
的

に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。」と
し
て
、
債
務
者
側
の
事

情
の
み
な
ら
ず
債
権
者
側
の
事

情
も
考
慮
す
べ
き
と
判
示
し
た
。

な
お
、
所
得
税
の
事
案
に
お

い
て
も
、裁
判
所
は
、債
権
放
棄

を
貸
倒
損
失
と
し
て
必
要
経
費

に
計
上
す
る
場
合
の
要
件
と
し

て
、回
収
不
可
能
性
を
要
求
し
て

い
る
（
東
京
高
裁
平
成
元
年
9

月
27
日
判
決
、
名
古
屋
高
裁
平

成
4
年
10
月
21
日
判
決
な
ど
）。

6
�
貸
倒
損
失
に
お
け
る
消
滅
時
効
の
評
価

こ
こ
か
ら
先
は
私
見
と
な
る

が
、
全
て
の
消
滅
時
効
債
権
を

貸
倒
損
失
と
し
て
損
金
計
上
あ

る
い
は
必
要
経
費
計
上
で
き
る

と
す
る
と
、
債
権
放
棄
の
場
合

と
同
様
、
債
務
者
と
結
託
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
不
当
に
課
税

を
免
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な

り
、
課
税
の
公
平
も
図
れ
な
く

な
る
と
い
う
弊
害
が
生
じ
る
。

そ
こ
で
、
消
滅
時
効
債
権
を

貸
倒
損
失
と
す
る
場
合
に
お
い

て
も
、
回
収
不
可
能
性
が
客
観

的
に
明
確
で
あ
る
こ
と
を
要
件

と
し
、
債
務
者
側
の
事
情
の
み

な
ら
ず
債
権
者
側
の
事
情
を
総

合
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き

と
考
え
る
。

も
っ
と
も
、
債
権
者
が
任
意

に
行
う
債
権
放
棄
と
事
情
が
異

な
り
、
消
滅
時
効
は
、
債
務
者

側
の
援
用
に
よ
り
、
強
制
的
に

債
権
が
消
滅
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
回
収
不
可
能
性
の

判
断
に
お
い
て
は
、
債
権
放
棄

と
異
な
り
、
債
務
超
過
、
資
産

状
況
、
支
払
能
力
と
い
っ
た
債

務
者
側
の
事
情
よ
り
も
、
消
滅

時
効
を
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
た

経
緯
、
債
権
回
収
を
実
行
し
な

か
っ
た
り
、
時
効
中
断
措
置
を

取
ら
な
か
っ
た
事
情
な
ど
、
債

権
者
側
の
事
情
が
よ
り
重
視
さ

れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

具
体
的
に
は
、
当
該
債
権
が

時
効
消
滅
す
る
に
際
し
、
債
権

者
側
に
贈
与
意
思
や
利
益
操
作

目
的
は
な
か
っ
た
の
か
、
債
権

回
収
や
時
効
中
断
措
置
を
取
ら

な
か
っ
た
こ
と
に
正
当
な
理
由

は
あ
る
の
か
、
債
権
者
は
真
摯

に
債
権
回
収
に
努
め
て
い
た
か

な
ど
で
あ
る
。

例
え
ば
、
債
権
回
収
コ
ス
ト

（
労
力
、
時
間
、
費
用
）
や
費

用
対
効
果
を
考
え
て
、
訴
訟
等

に
踏
み
込
め
な
か
っ
た
な
ど
の

事
情
が
あ
れ
ば
、
原
則
と
し

て
、
消
滅
時
効
債
権
は
貸
倒
損

失
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

7
�
ま
と
め

債
権
回
収
は
、
多
大
な
コ
ス

ト
（
労
力
、
時
間
、
費
用
）
が

か
か
る
一
方
、
債
務
者
の
無
資

力
な
ど
様
々
な
理
由
で
回
収
が

成
功
し
な
い
こ
と
も
多
い
。
さ

ら
に
は
、
時
効
を
中
断
し
よ
う

に
も
、
債
務
者
が
債
権
を
承
認

し
な
い
限
り
、
訴
訟
提
起
を
余

儀
な
く
さ
れ
、
多
大
な
コ
ス
ト

が
必
要
と
な
る
。そ
こ
で
、債
権

者
と
し
て
は
、
経
営
判
断
と
し

て
、
訴
訟
提
起
等
の
負
担
に
鑑

み
、
債
権
回
収
や
時
効
中
断
措

置
を
断
念
す
る
こ
と
も
多
い
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
、
債
務
者
か
ら
消
滅
時
効
を

援
用
さ
れ
た
場
合
に
は
貸
倒
損

失
は
当
然
に
認
め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

貸
倒
損
失
と
消
滅
時
効

馬渕 泰至
【麻布】
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